
神奈川県地球温暖化対策計画書審査会の概要 

１ 概 要 

○設置根拠：附属機関の設置に関する条例（昭和 28年神奈川県条例第５号）

○設置目的：神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成 21 年神奈川県条例第 57 号）に

基づく事業活動温暖化対策計画書に係る実績報告書等の評価、事業活動、

建築物又は開発事業に関する地球温暖化対策の推進等に関する重要事項

等につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見

を建議すること。 

○開  催：原則不定期（諮問の度に招集） 

２ 条例改正による所掌事項の変更について 

 令和７年度から事業活動温暖化対策計画書制度に「評価制度」を導入することに伴い、

審査会の所掌事項の見直しを行い、新たに、同制度の評価や、３計画書制度（事業活

動・建築物・特定開発事業温暖化対策計画書制度）の重要事項等について審議すること

とし、条例等について所要の改正を行った（令和７年４月施行）。 

（参考：改正前） 

神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき事業者から県に提出される事業活動温暖化対策計画書及び特

定開発事業温暖化対策計画書の内容の改善の求めについて知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を

報告すること。 

３ 関連規程 

附属機関の設置に関する条例（昭和 28年神奈川県条例第５号）（抄） 

第１条 地方自治法（昭和 22年４月法律第 67号）第 138条の４第３項の規定による附属機

関の設置に関しては、この条例の定めるところによる。 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。 

別表（第２条関係） 

附属機関

の属する

執行機関 

附 属 機

関 

設置目的 委員の

数 

知事 （略） （略） （略） 

神 奈 川

県 地 球

温 暖 化

対 策 計

画 書 審

査会 

神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成21年神奈川

県条例第57号）に基づく事業活動温暖化対策計画書

に係る実績報告書等の評価、事業活動、建築物又は

開発事業に関する地球温暖化対策の推進等に関する

重要事項等につき知事の諮問に応じて調査審議し、

その結果を報告し、又は意見を建議すること。 

10 人

以内 

【資料１】 



 

  神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成 21年神奈川県条例第 57号）（抄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（神奈川県地球温暖化対策計画書審査会） 

第 54 条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県地球温暖化対策計画書審査会（次項にお

いて「審査会」という。）の意見を聴かなければならない。 

(1) 第 16条第１項又は第３項の規定により評価を行おうとするとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例（第２章第２節から第４節までに限る。）の施行

に関する重要事項を決定しようとするとき。 

２ 知事は、次に掲げる場合には、審査会の意見を聴くことができる。 

(1) 事業活動温暖化対策指針、建築物温暖化対策指針又は特定開発事業温暖化対策指針を

変更しようとするとき。 

(2) 第 17条第１項、第 31条第１項又は第 39条第１項の規定により指導、助言等を行おう

とするとき。 

(3) 第 39条第２項の規定により改善を求めようとするとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、この条例（第２章第２節から第４節までに限る。）の施

行に関する事項（前項第２号に掲げる事項を除く。）を決定しようとするとき。 

 

 

（指導、助言等） 

第 17条 知事は、計画書提出事業者に対し、その提出した事業活動に係る計画書の内容及

び当該事業活動に係る計画書に基づく地球温暖化対策の推進に関する事項について、必

要な指導及び助言並びに前条第１項又は第３項の規定による評価の結果に応じた情報の

提供その他の必要な支援を行うことができる。 

（実績報告書等の評価及びその公表） 

第 16条 知事は、実績報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、事業活

動温暖化対策指針に基づき、当該計画書提出特定大規模事業者の実績等について評価を

行うものとする。 

２ （略） 

３ 知事は、前項の規定により評価を行うことを求められたときは、規則で定めるところ

により、事業活動温暖化対策指針に基づき、当該計画書提出中小規模事業者の実績等につ

いて評価を行うものとする。 

（指導、助言等） 

第 31条 知事は、計画書提出建築主に対し、その提出した建築物温暖化対策計画書の内容

について、必要な指導及び助言を行うことができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   神奈川県地球温暖化対策計画書審査会規則（平成 21年神奈川県規則第 74号）（抄） 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（趣旨） 
第１条 この規則は、附属機関の設置に関する条例（昭和 28 年神奈川県条例第５号）によ
り設置された神奈川県地球温暖化対策計画書審査会の所掌事項、組織、運営等について
必要な事項を定めるものとする。 

 
（所掌事項） 
第２条 神奈川県地球温暖化対策計画書審査会（以下「審査会」という。）は、神奈川県
地球温暖化対策推進条例（平成 21年神奈川県条例第 57号）に基づく事業活動温暖化対策
計画書に係る実績報告書等の評価、事業活動、建築物又は開発事業に関する地球温暖化
対策の推進等に関する重要事項等につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報
告し、又は意見を建議する。 

 
（委員） 
第３条 審査会の委員（以下「委員」という。）は、地球温暖化対策に関する事項につい
て学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期
は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 
 
（会長及び副会長） 
第４条 審査会に会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた
ときはその職務を行う。 

 
（会議） 
第５条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。 

 
（委員でない者の出席） 
第６条 審査会は、必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者、地球温暖
化対策に係る事業を実施する者その他の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くこと
ができる。 

 
（庶務） 
第７条 審査会の庶務は、環境農政局脱炭素戦略本部室において処理する。 
 
（委任） 
第８条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、
会長が審査会に諮って定める。 

（指導、助言及び改善の求め） 

第39条 知事は、計画書提出特定開発事業者に対し、その提出した特定開発事業温暖化

対策計画書の内容について、必要な指導及び助言を行うことができる。 

２ 知事は、第 34条第１項の規定により提出された特定開発事業温暖化対策計画書の内容

が、特定開発事業温暖化対策指針に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該

計画書提出特定開発事業者に対し、規則で定めるところにより、その提出した特定開発

事業温暖化対策計画書の内容の改善を求めることができる。 
 


